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資 料 ２ 



平成 18 年度第３期 政策評価計画(案) 

 

名 称 世界最先端の「低公害車」社会の構築に関する政策評価 

（総合性確保評価） 

目 的 

地球温暖化問題や大気汚染等の生活環境問題の解決が急務となっている

中で、21 世紀にふさわしい環境負荷の小さい自動車社会を構築し、もって

環境制約を成長要因に転じていくため、新しい技術の活用等により、著しく

環境負荷の低減した低公害車の普及が喫緊の課題となっている。 

こうした中で、平成 13 年７月、経済産業省、国土交通省及び環境省は、

「低公害車開発普及アクションプラン」を策定し、「実用段階にある低公害

車を平成 22 年度までのできるだけ早い時期に 1,000 万台以上、燃料電池自

動車を平成 22 年度に５万台普及」を目標として設定した。 

平成 16 年度からは、この普及台数を政策目標とした政策群（民間の潜在

力を最大限引き出すための制度改革、規制改革等の施策と予算の組合せ）と

して、総務省、経済産業省、国土交通省及び環境省の４省において、より少

ない財政負担で、民間需要・民間資金等を誘発するなど、民間活力を最大限

に引き出すための取組が推進されている。 

この政策評価は、世界最先端の「低公害車」社会の構築のための政策のう

ち、政策群の手法を活用した政策について、総体としてどの程度効果を上げ

ているかなどの総合的な観点から評価を行い、関係行政の今後の在り方の検

討に資するため実施するものである。 

調 査 項 目 
１ 「低公害車」社会の構築に係る推進政策の現況  

２ 「低公害車」社会の構築に係る推進政策の効果の発現状況 

３ その他 

調査対象機関 総務省、経済産業省、国土交通省、環境省 

関 連調査等 
対 象 機 関 

地方公共団体、関係団体、事業者等 

調査実施時期 平成 18 年 12 月～ 

担 当 評 価 
監 視 官 等 

財務、経済産業等担当評価監視官 

地方支分部局一部 
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『世界最先端の「低公害車」社会の構築に関する政策評価 

（総合性確保評価）』の調査概要（案） 
 

１ 行政評価等プログラム 

  平成 18 年度行政評価等プログラム（平成 18 年４月 総務省）において、複数の行政機関の所掌

に関係する政策について、その総合的な推進を図る見地から評価するテーマとして『世界最先端の

「低公害車」社会の構築に関する政策評価』を取り上げ、平成 18 年度第３期（平成 18 年 12 月）

からの実施を計画 

 

２ 対象政策 

  『世界最先端の「低公害車」社会の構築』のため、民間の潜在力を最大限引き出すための制度改

革、規制改革等の施策と予算の組み合わせ（政策群）という手法を活用する政策 （後記「５ 調

査のポイント」参照） 

 

３ 調査スケジュール 

 ○ 平成 18 年 12 月初旬 関係省に対する実施通知 

   ※ 調査対象機関：総務省、経済産業省、国土交通省、環境省 

 ○ 平成 18 年 12 月～ 本省調査 

総務省行政評価局が、関係省から、『世界最先端の「低公害車」社

会の構築』に係る施策の実施状況に関するデータ等を把握するととも

に、関係団体、事業者等から、低公害車の開発、供給等に係るデータ

等を把握。また、有識者等から、低公害車の開発・普及に関する背景

事情や将来見通し、諸外国における排出ガス規制や低公害車の普及状

況等について聴取 

 ○ 平成 19 年 4 月～7月 地方調査 

管区行政評価局等が、国の地方支分部局、地方公共団体等から、低

公害車の普及のための施策の実施状況や公用車への低公害車の導入

等に関するデータを把握するとともに、地域別の低公害車の普及状況

等に関するデータ等を把握 

管区行政評価局等が、メーカー等から低公害車の開発・供給の動機

について、ユーザー（公的部門、事業者及び個人）から低公害車の認

知度や購入の動機について聴取 

 

４ 調査体制 

 ○ 行政評価局：財務、経済産業等担当評価監視官 

   管区行政評価局、行政評価支局、行政評価事務所 
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５ 調査のポイント 

【対象とする政策の特性を踏まえた評価を実施】 

● 本評価は、政策群としての『世界最先端の「低公害車」社会の構築』を対象 

政策群とは、 

・ 「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2003」（平成 15 年６月 27 日閣議決定）で、「民間の潜在力を

最大限引き出すための制度改革、規制改革等の施策と予算の組み合わせという手法」を活用した政策 

・ 具体的には、次の要件を満たしたもの 

① 府省横断的に対応することを通じて、府省間の施策の連携を強化し、重複を排除 

② 規制改革・制度改革等の施策と予算措置を組み合わせ 

③ より少ない財政負担で、民間需要・民間資金等を誘発するなど、民間活力を最大限に引き出す 

（注）政策群としての『世界最先端の「低公害車」社会の構築』は、上記の③の代表例 

 

● 政策群としての『世界最先端の「低公害車」社会の構築』については、「民間活力を最大限に

引き出す」などの政策群としての目的に照らして、当該政策の推進により 

・ 低公害車に関する民間需要が誘発されているか、 

・ 生産量増→価格低下→需要増という好循環が形成されているか、 

・ 民間の技術力の蓄積、環境分野における競争力の強化が進展しているか 

・ 燃料電池自動車に関する民間需要が高まっているか 

など期待される効果が発現しているかについて評価 

◇ 政策目標 

  平成 22 年度までに、実用段階にある低公害車をできるだけ早期に 1,000 万台以上、燃料電池自動車を５

万台以上普及 

◇ 民間活力の最大限の引出し 

 ・ 低公害車導入のインセンティブを付与することによる、低公害車に関する民間需要の誘発、生産量増→

価格低下→需要増という好循環 

 ・ 低公害車の普及を更に加速させることによる、民間の技術力の蓄積、環境分野における競争力の強化 

 ・ 世界に先駆けて燃料電池自動車の本格的普及に必要な規制体系を整備するとともに、一層の性能向上・

低コスト化を図る共通的技術開発の加速化、政府調達等による率先購入の実施により、燃料電池自動車に

関する民間需要の誘発を促す。また、それらの規制体系が事実上の国際基準になることを期待 

【評価の観点等（例示）】 

設問は、評価の観点ごと、区分された評価の対象ごとに、政策目的（民間活力の引出し等）に

照らして設定することを基本とするが、共通的な設問例としては、以下が想定される。 

 

《低公害車》 

１ 低公害車導入のインセンティブを付与するという施策は、個人消費者、事業者及び公的

団体（以下「ユーザー」という。）並びに製造事業者及び販売業者（以下「メーカー等」と

いう。）を対象として、それぞれどの程度取り組まれてきているか。 

２ 上記１の施策の推進は、それぞれの時点で民間活力の最大限の引出し（※）にどのよう

に寄与してきているか。 
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    （※）ⅰ 需要や供給の誘発 

       ⅱ 生産量増→価格低下→需要増という好循環の形成 

       ⅲ 民間の技術の蓄積 

       ⅳ 環境分野における競争力の強化 

３ 上記１の施策の推進と実用段階にある低公害車の普及目標 1,000 万台とはどのような関

係にあるか。  

４ 更に少ない財政負担で、民間活力を現状以上に引き出す余地はないか。 

 

《燃料電池自動車》 

１ 燃料電池自動車の本格的普及に必要な規制体系の整備、性能向上・低コスト化を図る技

術開発、政府調達等による率先導入は、どの程度取り組まれてきているか。 

２ 上記１の施策の推進は、それぞれの時点で燃料電池自動車に関するメーカー側又はユー

ザー側における開発等の誘発にどのように寄与しているか。 

３ 上記１の施策の推進は、それぞれの時点で燃料電池自動車に関する規制体系の国際標準

化にどのように寄与しているか。 

４ 上記１の施策の推進と燃料電池自動車の普及目標５万台とはどのような関係にあるか。 

    ５ 更に少ない財政負担で、民間活力を現状以上に引き出す余地はないか。  

 

【評価の主な指標等（例示）】 

  評価の指標は、評価の観点ごと、区分された評価の対象ごとに設定することを基本とするが、主

な指標等は、以下のとおり 

《低公害車》 

① 低公害車の生産・出荷・販売・保有台数の推移 

② メーカーの車種構成（ラインナップ）における低公害車の位置付けの推移等 

③ 低公害車の価格の推移 

④ メーカー等の低公害車の開発・供給の動機（排出ガス規制や燃費性能等の国内外の要求、

技術の蓄積、競争力等） 

⑤ ユーザーの低公害車の認知度、購入の動機（税の優遇措置、補助金・融資、燃費性能、車

体価格、環境保護の意識等） 

⑥ 低公害車燃料供給設備等インフラの整備実績（設置箇所の分布、箇所数の推移等） 

⑦ 補助及び融資事業の対象の変遷、件数及び金額の推移、補助等によらない追加導入 

⑧ 公用車への低公害車の導入台数の推移 

⑨ 自動車税、自動車取得税、固定資産税等の優遇措置の変遷、それぞれの税収額と税優遇措

置による減税額の推移  

⑩ 燃費基準、低排出ガス車認定基準、排出ガス規制の変遷 

⑪ 研究開発の進展状況（件数・金額の推移、実用段階への移行状況等） 

⑫ 燃料価格の推移 

⑬ 広報・啓発等の変遷 
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《燃料電池自動車》 

① 燃料電池自動車の生産・出荷・保有台数の推移 

② 政府調達等による導入台数の推移 

③ 燃料電池自動車の研究開発の進展状況（性能の変遷、車両価格の推移等） 

④ 燃料電池自動車の安全規制の変遷とその規制体系の国際標準化の進展状況 

⑤ メーカーの燃料電池自動車の開発・供給の動機 

⑥ ユーザーの購入の動機 

⑦ 広報・啓発等の変遷 

 



『世界最先端の「低公害車」社会の構築に関する政策』の体系図（案）

評価の対象とする政策 『世界最先端の「低公害車」社会の構築』のため、民間の潜在力を最大限引き出すための制度改革、規制改革等の施策と予算の組合せ（政策群）を活用する政策

政 策 目 標
・低 公 害 車 ：平成22年度までに、実用段階にある低公害車をできるだけ早期に1,000万台以上普及

・燃料電池自動車 ：平成22年度までに、燃料電池自動車を５万台普及

・低公害車導入のインセンティブを付与することによる、低公害車に関する民間需要の誘発、生産量増→価格低下→需要増という好循環

・低公害車の普及を更に加速させることによる、民間の技術力の蓄積、環境分野における競争力の強化

・世界に先駆けて燃料電池自動車の本格的普及に必要な規制体系を整備するとともに、一層の性能向上・低コスト化を図る共通的技術開発の加速化、政府調達等による率先購入の実施に

より、燃料電池自動車に関する民間需要の誘発を促す。また、それらの規制体系が事実上の国際基準になることを期待

低 公 害 車

燃料電池自動車

低

公

害

車

乗 用 車
（バス除く）

（ユーザー）

規 制 等 予算・税等

（メーカー・ディーラー）

規 制 等 予算・税等

事 務 事 業（環境省・総務省・経済産業省・国土交通省）

トラック・
バス

燃
料
電
池

自

動

車

＜基本方針2003（平成15年６月27日閣議
決定）等＞
「民間の潜在力を最大限引き出すための
制度改革、規制改革等の施策と予算の組
み合わせ（政策群）という手法」を重視

＜政策群（平成16年度以降）＞
(目的) 制度改革、規制改革等の施策と予算の組み合わせという手法により民間の潜在力を最大限引き出す。
(要件) ①府省横断的に対応することを通じて、府省間の施策間の連携を強化し、重複を排除することにより政策目標の達成に資するものであること。

②規制改革・制度改革等と予算措置とを組み合わせることにより、政策目標の達成に資するものであること。
③政策目標を達成するための施策が、より少ない財政負担で、民間需要・民間資金等を誘発するなど、民間活力を最大限に引き出すものであること。

（事業者）
○低公害車（ＣＮＧ、電気及びハイ
ブリッド）導入費を補助

○燃料等供給設備（ＣＮＧ、電気。
以下同じ）設置費に補助

○低公害車（ＣＮＧ、電気及びハイ
ブリッド）導入費を融資

○燃料等供給設備設置費に融資
○自動車税、自動車取得税の優遇

（個人）
○自動車税、自動車取得税の優遇

（公的部門）
○低公害車の率先導入

○ＮＯＸ・ＰＭ法対象地域内での
基準不適合車両の使用制限等

○グリーン経営の推進

○燃費基準（トップランナー基準）
及び低排出ガス車認定基準

〔自動車排ガス規制〕

○燃費基準（トップランナー基準）及び
低排出ガス車認定基準

○自動車排ガス規制の強化（世界一厳し
いディーゼル自動車の排ガス基準の制
定等）

○安全基準の整備
○政府による率先的導入
○普及啓発事業（展示会）

○地方公共団体に導入費を補助 ○産官学による燃料電池技術開発戦略
の推進

○地方公共団体と共同で走行実験
○普及啓発事業（展示会出展等）

○燃料供給から自動車走行まで一貫した
大規模実証試験の実施

○安全基準の整備

モーダルシフト 公共交通機関利用促進交通流対策 その他の地球温暖化対策等

関連要因

（注）実用段階にある低公害車とは、天然ガス自動車、電気自動車、ハイブリッド自動車、
メタノール自動車及び低燃費かつ低排出ガス認定車（省エネ法に基づく燃費基準早期達
成車で、かつ、「低排出ガス車認定実施要領」に基づく低排出ガス車）をいう。

（燃料インフラ）

規 制 等 予算・税等

○安全基準の整備

○燃料等供給設備設置費に補助
○燃料等供給設備設置費に融資
○固定資産税の優遇

○燃料等供給設備設置費に補助
○燃料等供給設備設置費に融資
○固定資産税の優遇

民間活力の最大限の引出し

○燃料規格、サルファーフリーの導入

輸出先国の排出ガス規制 燃料コストと消費量

（事業者）
○低公害車（ＣＮＧ、電気及びハイ
ブリッド）導入費を補助

○燃料等供給設備設置費に補助
○燃料等供給設備設置費に融資
○自動車税、自動車取得税の優遇
○低公害車（ＣＮＧ、電気及びハイ
ブリッド）導入費を融資

（公的部門）
○低公害車（ＣＮＧ及びハイブリッ
ド）導入費を補助
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『世界最先端の「低公害車」社会の構築に関する政策』の評価チャート図（案）

《有効性》

関係施策の
推進は、民
間活力の誘
発に寄与し
ているか。

《効率性》

必要な効果
がより少な
い財政負担
で得られな
いか。

《有効性》
１ 燃料電池自動車の本格的普及に必要な規制体系の整

備、性能向上・低コスト化を図る技術開発、政府調達
等による率先導入は、どの程度取り組まれてきている
か。

２ 上記１の施策の推進は、それぞれの時点で燃料電池
自動車に関するメーカー側又はユーザー側における開
発等の誘発にどのように寄与してきているか。

３ 上記１の施策の推進は、それぞれの時点で燃料電池
自動車に関する規制体系の国際標準化にどのように寄
与しているか。

４ 上記１の施策の推進と燃料電池自動車の普及目標５
万台とはどのような関係にあるか。

《効率性》
５ 更に少ない財政負担で、民間活力を現状以上に引き

出す余地はないか。

評価の観点 評価の対象 評価の基本的な設問（例示）

低
公
害
車

乗
用
車

ト
ラ
ッ
ク
・
バ
ス

ユーザー向け

メーカー等向け

インフラ向け

燃
料
電
池
自
動
車

以下のように各施策の実施対象（市場）が異なるため、その効果の
発現も市場ごとに異なる。全体を区分して各施策の実施状況と市場
の反応を調査・評価し、さらにその結果を踏まえて、総体として評
価する。

天然ガス
電気
ハイブリット
メタノール

低排出・低燃
費車

天然ガス
電気
ハイブリット
メタノール

低排出・低燃
費車

メーカー等向け

ユーザー向け

設問は、評価の観点ごと、左記の区分された評価の対象
ごとに、政策目的（民間活力の誘発）に照らして設定す
ることを基本とするが、共通的な設問例としては、以下
が想定される。

《有効性》
１ 低公害車導入のインセンティブを付与するという施

策は、個人消費者、事業者及び公的団体（以下「ユー
ザー」という。）並びに製造事業者及び販売業者
（以下「メーカー等」という。）を対象として、それ
ぞれどの程度取り組まれてきているか。

２ 上記１の施策の推進は、それぞれの時点で民間活力
の最大限の引出し（※）にどのように寄与してきている
か。
（※）ⅰ 需要や供給の誘発

ⅱ 生産量増→価格低下→需要増という好循環の形成
ⅲ 民間の技術の蓄積
ⅳ 環境分野における競争力の強化

３ 上記１の施策の推進と実用段階にある低公害車の普
及目標1,000万台とはどのような関係にあるか。

《効率性》
４ 更に少ない財政負担で、民間活力を現状以上に引き

出す余地はないか。

評価の主な指標等（例示）

評価を行うに当たっては、関連要因による本政策の効果への影響もできる限り整理関連要因：輸出先国の排ガス規制、燃料コストと消費量、交通流対策、
モーダルシフト、公共交通機関利用促進等

ユーザー向け

ユーザー向け

ユーザー向け

メーカー等向け

メーカー等向け

メーカー等向け

インフラ向け

インフラ向け

インフラ向け

① 低公害車の生産・出荷・販売・保有台数の推移
② メーカーの車種構成（ラインナップ）における

低公害車の位置付けの推移等
③ 低公害車の価格の推移
④ メーカー等の低公害車の開発・供給の動機（排

出ガス規制や燃費性能等についての国内外の要求、
技術の蓄積、競争力等）

⑤ ユーザーの低公害車の認知度、購入の動機（税
の優遇措置、補助金・融資、燃費性能、車体価格、
環境保護の意識等）

⑥ 低公害車燃料供給設備等インフラの整備実績
（設置箇所の分布、箇所数の推移等）
⑦ 補助及び融資事業の対象の変遷、件数及び金額

の推移、補助等によらない追加導入
⑧ 公用車への低公害車の導入台数の推移
⑨ 自動車税、自動車取得税、固定資産税等の優遇

措置の変遷、それぞれの税収額と税優遇措置によ
る減税額の推移

⑩ 燃費基準、低排出ガス車認定基準、排出ガス
規制の変遷

⑪ 研究開発の進展状況（件数・金額の推移、実用
段階への移行状況等）

⑫ 燃料価格の推移
⑬ 広報・啓発等の変遷

インフラ向け

評価の指標は、評価の観点ごと、区分された評価
の対象ごとに設定することを基本とするが、主な
指標等は、以下のとおり

① 燃料電池自動車の生産・出荷・保有台数の推移
② 政府調達等による導入台数の推移
③ 燃料電池自動車の研究開発の進展状況（性能の

変遷、車両価格の推移等）
④ 燃料電池自動車の安全規制の変遷とその規制体

系の国際標準化の進展状況
⑤ メーカーの燃料電池自動車の開発・供給の動機
⑥ ユーザーの購入の動機
⑦ 広報・啓発等の変遷
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２ 低公害車開発普及アクションプランの概要 

 

１．アクションプランの対象となる自動車 

（１）実用段階にある低公害車 

  ①天然ガス自動車（ＣＮＧ※自動車）※ＣＮＧ：Compressed Natural Gas（圧縮天然ガス） 

  ②電気自動車 

  ③ハイブリッド自動車 

  ④メタノール自動車 

  ⑤低燃費かつ低排出ガス認定車※ 

※「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に基づく燃費基準（トップランナー基準）

早期達成車で、かつ、「低排出ガス車認定実施要領」に基づく低排出ガス認定車。 

（２）燃料電池自動車等の次世代低公害車 

  ①燃料電池自動車 

  ②技術のブレークスルーにより新燃料あるいは新技術を用いて環境負荷を低減する自動車 

２．低公害車の普及目標 

 実用段階にある低公害車：２０１０年度までのできるだけ早い時期に１０００万台以上 

 燃料電池自動車：２０１０年度において５万台 

３．実用段階にある低公害車の普及策 

（１）公的部門による率先導入 

○政府が保有する一般公用車を平成１４年度以降３年間で低公害車に切り替え 

○特殊法人等への切り替え要請と、国会・裁判所における率先切り替えの依頼 

○地方公共団体への切り替え要請と、地方公共団体の低公害車導入支援の充実 

（２）民需への本格的普及支援 

○ＣＮＧ自動車等の導入促進（車両導入支援措置の拡充、税制・金融支援の活用） 

○燃料供給インフラの整備(重点地域に対する優先的支援、税制・金融支援の活用) 

 

平成１３年７月１１日
経 済 産 業 省
国 土 交 通 省
環 境 省
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（３）物流業者におけるグリーン経営の推進 

○グリーン経営普及及びグリーン経営認証制度への支援 

（４）電気自動車の活用に向けた環境整備 

○共同利用システムの実用化に必要な環境整備 

○モニター事業の実施による導入ニーズ開拓等 

（５）普及・広報 

○低公害車の展示・試乗会の開催、低公害車に関する各種情報提供の実施 

○地方における普及啓発体制の整備等 

（６）その他 

○産業界における低公害車導入への積極的な取り組み 

☆自動車メーカーにおける積極的な取り組み（車種の多様化、コストの低減、燃費基準前倒し

達成による低燃費車の早期供給、低公害車出荷動向の自主的公表） 

４．次世代低公害車の開発 

（１）燃料電池自動車 

○燃料電池技術開発戦略の策定と産学官による実施 

○大規模実証試験の実施 

 燃料電池自動車の普及や民間企業が開発競争を進める上で必要となる基礎的情報を得るため、

燃料供給から自動車走行まで一貫した燃料電池自動車の実走行実証を平成１４年から実施する。 

○安全基準の策定、性能評価手法・燃料性状等の標準化等 

（２）現行の大型ディーゼル車に代替する次世代低公害車の開発 

○大型車分野について、超低排出ガスかつ超低燃費なＤＭＥ（ジメチルエーテル）自動車、次

世代ハイブリット自動車、スーパークリーンディーゼル自動車の次世代低公害車の技術開発を

促進する。 

○また、中小型車分野についても、上記に加え、高性能天然ガス自動車、次世代ＬＰＧ自動車の技術

開発を促進する。 

（資料）経済産業省 
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５ 低公害車等の導入に対する補助制度及び融資制度（平成 18 年度） 
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（資料）環境省 
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（資料）環境省 

６ 低公害車等の導入に対する税制上の優遇措置制度（平成 18 年度） 
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（資料）環境省

9



７ 自動車の燃費目標基準 

「エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）」において、エネルギー消費効率の向上
を図ることが特に必要な機械器具を、「特定機器」として定めており、乗用自動車、貨物自動車は
特定機器として定められ、エネルギー消費効率（燃費）の改善を図るものとされている。 
特定機器である乗用自動車及び貨物自動車には、省エネ法に 基づき燃費基準（トップランナー

基準※）が設定されている。 
 ※ トップランナー基準：現在商品化されている自動車のうち最も燃費性能が優れている自動車をベースとし、

技術開発の将来の見通し等を踏まえて策定した基準値 
 省エネ法により、自動車の製造事業者等（自動車メーカー及び輸入事業者）は、目標年度まで
に、自動車の平均燃費値（自動車の燃費値を出荷台数で加重調和平均）を燃費基準値以上にする
よう、燃費性能を改善することが求められている。さらに、省エネ法では、自動車ユーザーが燃
費の優れた自動車を選択できるよう、燃費値に関する表示事項を定めている。 
 
燃費基準達成ステッカー 
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８ 低排出ガス車認定制度 
 
 大気汚染を改善するため、自動車の排ガス低減性能に関する評価等を実施することにより、排
出ガス低減性能に対する一般消費者の関心と理解を深め、一般消費者の選択を通じ排出ガス低減
性能の高い自動車の普及を促進することを目的として平成１１年９月に創設された国土交通省の
認定制度。 
 最新の排出ガス規制値を基にした明確な区分で評価され、ステッカーの貼り付けにより表示さ
れる。 
 
低排出ガス車ステッカー 

• 平成１７年排出ガス基準に対応した低排出ガス車の認定を受けた自動車に貼付するステッカー  

平成１７年排出ガス基準   ステッカーの種類 

    

５０％低減レベル  

（有害物質を５０％以上 
低減させた自動車） 

 

 
    

７５％低減レベル  

（有害物質を７５％以上 
低減させた自動車） 

  

 

 

• 平成１２年排出ガス基準に対応した低排出ガス車の認定を受けた自動車に貼付するステッカー  

平成１２年排出ガス基準   ステッカーの種類 

    

２５％低減レベル  

（有害物質を２５％以上 
低減させた自動車） 

  

 

    

５０％低減レベル  

（有害物質を５０％以上 
低減させた自動車） 

 

 

    

７５％低減レベル  

（有害物質を７５％以上 
低減させた自動車） 
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９ 自動車税のグリーン化及び自動車取得税の特例措置 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（自動車税） 

概ね 25％軽減 

 

 

 

（自動車取得税）

 15 万円控除 

 

 

 

 

 

 

 

 

（自動車税） 

概ね 50％軽減 

 

 

 

（自動車取得税）

 30 万円控除 

 

※自動車税のグリーン化は、上記要件を満たす自動車のうち、平成 18・19 年度中に新 

車新規登録された自動車について、それぞれ翌年度１年間の税率が軽減されるもの 

※自動車取得税の低燃費車特例は、上記要件を満たす自動車のうち、平成 18・19 年度

中に取得した自動車について特例措置が講じられるもの 
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１０ 用語の解説 

 
【低公害車】 

○ 低公害車 
  従来のガソリン車やディーゼル車に比べて、窒素酸化物や二酸化炭素などの大気汚染物質や地球温

暖化物質の排出が少ない、又はまったく排出しない自動車を指す。実用化されている主な車種として、

電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、ハイブリッド自動車がある。 

  また、平成 13 年 7 月には、環境省、経済産業省及び国土交通省が「低公害車開発普及アクション

プラン」を策定し、実用段階にある低公害車として低燃費かつ低排出ガス認定車を加えた 5車種を対

象としている。 

 (1) 電気自動車 

    バッテリー（蓄電池）に蓄えた電気でモーターを回転させて走る自動車。自動車からの排出ガ

スは一切なく、電気を作る際に発電所から排出される分を考慮しても、低公害性が高い。 

 (2) 天然ガス自動車 

    家庭に供給されている都市ガスの原料でもある天然ガスを燃料として走る自動車。 

       主な天然ガス自動車には、天然ガスを気体のまま圧縮し貯蔵する圧縮天然ガス自動車（ＣＮＧ

自動車）、天然ガスを液体にして貯蔵する液化天然ガス自動車（ＬＮＧ自動車）があり、現在、世

界各国で利用されている天然ガス自動車のほとんどはＣＮＧ自動車である。 

 (3) メタノール自動車 

    アルコールの一種であるメタノールを燃料として走る自動車。黒煙はほとんど排出されず、同

タイプのディーゼル車に比べ、ＮＯｘの排出量が約半分に削減されるなどの長所がある。また、

メタノールは天然ガスや石炭、バイオマス等からの合成が可能なため、石油代替性が高く天然資

源の有効利用に効果的なエネルギーである。 

 (4) ハイブリッド自動車 

    複数の動力源を組み合わせて、低燃費と低排出を実現する自動車。同タイプのディーゼル車に

比べ、ＮＯｘ排出量は 20～30％程度、黒煙は 50～80％程度低減される。 

 (5) 低燃費かつ低排出ガス認定車 

    エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和 54 年法律第 49 号）に基づく燃費基準（トップ

ランナー基準）を早期達成しており、低排出ガス車認定実施要領（平成 12 年運輸省告示第 103 号）

に基づく低排出ガス認定を受けている自動車。 

 

○ 次世代低公害車 

 (1) 燃料電池自動車 

車載の水素と空気中の酸素を反応させて、燃料電池で発電し、その電気でモータを回転させて

走る自動車。水素と酸素との化学反応によって燃料電池から発生する水蒸気が唯一の排気ガス（直

接水素燃料タイプの場合）であり、また、燃料から動力を取り出す際のエネルギー効率は、ガソ

リン車やディーゼル車と比べて高い。 

(2) 現行の大型ディーゼル車に代替する次世代低公害車 

    大型車分野について、新燃料や新技術の積極的な活用を含め、排出ガスがゼロ又はゼロに近く、
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また超低燃費の次世代低公害車として、ＤＭＥ（ジメチルエーテル）を用いた自動車、次世代ハ

イブリッド自動車、スーパークリーンディーゼル車が挙げられる。 

 

【燃費基準】 

○ 燃費目標基準（トップランナー基準） 

  エネルギーの使用の合理化に関する法律（昭和 54 年法律第 49 号）により、自動車の製造業者等が、

目標年度までに、自動車の平均燃費値（自動車の燃費値を出荷台数で加重調和平均をした値）を燃費

基準値以上にするよう、燃費性能を改善することが求められている基準をいう。 

 
○ 京都議定書 
  地球温暖化対策として、国ごとに温室効果ガス（大半が二酸化炭素（ＣＯ２））削減の目標値を定め

た京都議定書が平成 17 年 2 月に発効された。その目標達成計画において、自動車に係る平成 22 年度

までのトップランナー基準の達成による排出削減見込み量は 2,133 万ｔ－ＣＯ２としている。 
 
【排出ガス基準】 

○ 単体規制 

自動車排出ガスによる大気汚染問題の解消に向けて、大気汚染環境基準達成のために自動車から排

出される汚染物質の量を削減させるための技術的な規制であり、大気汚染防止法（昭和 43 年法律第

97 号）により新車に対して全国一律に適用される。 

 

○ 自動車ＮＯｘ・ＰＭ法による車種規制 

  自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別

措置法（平成 4 年法律第 70 号）による規制対策地域内（埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、愛知

県、三重県、大阪府、兵庫県の一部の市区町村）で使用されるトラック・バス等及びディーゼル乗用

車のうち、定められた排出基準に適合しないものについては、初度登録から一定の猶予期間を過ぎる

と自動車登録が認められないとするもの。 

  なお、本規制は対策地域内に使用の本拠の位置を有する新車と現在使用している車（使用過程車）

について適用される。 

 

○ 流入車規制 

  ＮＯｘ・ＰＭの排出基準に適合しない自動車の運行を禁止するもの。当該規制は他県から流入する

自動車についても、同様に規制区域内での運行を禁止することから流入規制ともいわれている。 

  埼玉県、千葉県、東京都（島しょ部を除く。）及び神奈川県では平成 15 年 10 月から、また、兵庫

県の一部では平成 16 年 10 月から条例で定められている。 

 

○ 窒素酸化物（ＮＯｘ） 

  燃料などが燃焼する際に、燃料や空気中に含まれる窒素が酸化されることにより発生する。主な発

生源は工場・事業場、自動車であり。家庭用の燃焼機器からも発生する。大部分は二酸化窒素（ＮＯ

ｘ）と一酸化窒素（ＮＯ）である。高濃度になると呼吸器に悪影響を及ぼす。 
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○ 粒子状物質（ＰＭ）、浮遊粒子状物質（ＳＰＭ） 

  固体又は液体の粒子状の物質をＰＭといい、その中でも粒径が 10μｍ（注：１μｍは 1000 分の１

ｍｍ）以下のものをＳＰＭという。主な発生源は、工場・事業場、自動車などである。また、硫黄酸

化物や窒素酸化物などのガス状物質が変化してできる二次生成粒子や土壌粒子、海塩粒子なども含ま

れる。肺や機関等に沈着するため、高濃度になると呼吸器に悪影響を及ぼす。 

 

○ 粒子状物質減少装置 

  ディーゼル車から排出される粒子状物質（ＰＭ）の抑制する装置のこと。主なものとして、ＤＰＦ

と酸化触媒がある。 

 (1) ＤＰＦ（ディーゼル微粒子除去装置） 

    Diesel Particulate Filter の略で、ディーゼル車の排気管等に装着して、ディーゼルエンジ

ンの排出ガス中のＰＭをフィルターにより補修する装置のこと。 

 (2) 酸化触媒 

    白金などの触媒による酸化作用で、ＰＭの減少率はＤＰＦよりも低いが、一酸化炭素（ＣＯ）

及び炭化水素（ＨＣ）を大幅に減少させるとともに、ディーゼル車特有の排気ガス臭を低減させ

る。 

 

【燃料インフラ】 

○ エコ・ステーション 

  クリーンエネルギー自動車（電気・天然ガス・メタノール自動車）等への燃料供給を事業として行

う燃料等供給施設で、電気自動車用充電設備（平成 16 年度末で 48 か所）、天然ガス自動車用充填設

備（16 年度末時点で 271 件）、メタノール供給設備（16 年度末で 8件）等がある。 

 

○ 水素ステーション 

  燃料電池自動車への水素充填を行うことができる施設（16 年度末で 10 件）をいう。燃料電池自動

車は水素を燃料としているタイプが主流となっている。 
 

【関連要因】 

○ 交通流対策 

  交通の流れの分散、抑制等によって、自動車排出ガスによる大気汚染の軽減を図る対策のこと。主

な手法として、バイパス道路や環状道路の整備、交通管制システムの高度化、交差点の立体公差化な

どが挙げられる。 

 

○ モーダルシフト 

  物流分野における二酸化炭素排出量の一層の削減を図るため、環境負荷の少ない大量輸送機関であ

る内航海運・鉄道貨物輸送の活用を図ること。主な手法として、内航海運の競争力の強化、輸送力増

強等の鉄道の利便性向上、物流効率化の一層の推進などが挙げられる。 
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